別紙様式３
誓　約　書
　年　　月　　日

秋田県知事　　　　　　　　　宛

住　所

氏　名
個人事業主の場合は、屋号及び本人氏名を記入してください

「外国人技能職定着促進事業費補助金」の交付申請にあたり、次の事項について誓約します。
１　秋田県財務規則、秋田県建設部建設政策課関係補助金交付要綱等を遵守し、
適正に事業を実施するとともに、申請内容に虚偽があった場合は、採択の取消
しや補助金の返還に応じることに同意すること。
２　本事業の実施要領第２条に規定する補助対象者の要件をすべて満たしている
ことを誓約すること。
３　人件費の算定にあたり、以下の事項を遵守・同意すること。
（１）個人事業主の親族である「専従者」は、補助対象（従事者）に含まれてい
ないこと。
（２）法人役員及び個人事業主本人の時給単価については、外国人技能職定着促
　　　進事業費補助金実施要領に基づき一律4,600円（固定単価）を適用するこ
と。
（３）正規社員等の時給算定において、残業代、通勤手当、賞与等を含めていな
いこと。
４　本事業と同一の事業内容又は経費について、国、他の地方公共団体又は県の
他の制度による補助金等の交付を重複して受けていないこと。
５　国税、地方税及び社会保険料について、滞納がないこと。
６　申請者（法人の場合はその役員等を含む）は、秋田県暴力団排除条例に抵触
する者、または社会的に批判を受けるような反社会的勢力との関係は一切有していないこと。かつ、宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者でないこと。
７　本補助金の交付を受けた場合、県内での大規模災害等における緊急復旧活動
又は除雪業務への協力要請があった際は、積極的に協力するよう努めること。
  ８　本補助金の交付を受けた場合、事業完了年度の翌年度に県が行うフォロー
アップ調査（外国人材の定着状況等の調査）に対し協力すること。
９　本補助金の活用事例として、事業所名や取組内容等が県のホームページ等で
紹介される場合があること。
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